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一 部 改 正 

１．趣旨 
我が国を取り巻く厳しい安全保障環境を乗り切るためには、我が国が持てる力、

すなわち外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、人材力の総合的な国力を強く

し、あらゆる政策手段を組み合わせて対応していくことが重要である。こうした観

点から、自衛隊の装備及び活動を中心とする防衛力の抜本的強化のみならず、海上

保安能力、研究開発、公共インフラ整備、サイバーセキュリティ、我が国及び同志

国の抑止力の向上等のための国際協力をはじめ、政府横断的な取組を整理し、これ

らも含めた総合的な国力の観点から安全保障の確保について、検討する必要があ

る。 
その際、こうした取組を技術力や産業基盤の強化につなげるとともに、有事であ

っても我が国の信用や国民生活が損なわれないよう、経済安全保障政策を推進する

とともに経済的ファンダメンタルズを涵養していくことが不可欠であり、こうした

観点から、抑止力・対処力の強化と経済財政の在り方について、検討する必要があ

る。 
このため、高い識見を有する人々の参集を求めて、総合的な国力から安全保障を

考える有識者会議（以下「有識者会議」という。）を開催する。 
 

２．構成 

（１）有識者会議は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣総理大臣が開催する。 

（２）有識者会議の座長は、互選により決定する。 

（３）有識者会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 
 

３．庶務 
  有識者会議の庶務は、内閣官房において処理する。 
 
４．その他 
  前各項に定めるもののほか、有識者会議の運営に関する事項その他必要な事項

は、座長が定める。  
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